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第１章 「第２次豊後大野市食育推進計画」概要 

 

１．計画策定の趣旨 

 

 豊後大野市では、恵まれた自然環境を生かし、食育＊を推進するため「市民一人 

ひとりが自然や地域とふれあいながら食に関心を持ち、生涯を通じて健康でこころ

豊かに暮らすこと」を目指しています。 

第１次豊後大野市食育推進計画（平成２１年度策定）では食育活動の施策を市民

の皆様との協働により、学習と実践をとおして推進することに重点をおいてきまし

た。 

第２次計画（計画期間：平成２６（２０１４）年度～平成３５（２０２３）年

度）では、食育のさらなる関心を高めるとともに、食の安全・安心に注意をはらい

ながら生活習慣病＊などの予防を進め、地産地消＊や伝統ある食文化の継承等に取り

組んでいます。 

 

 

 

２．計画の位置づけ 

 

本計画は、食育基本法の目的、基本理念を踏まえ、同法第１８条第１項に基づく 

市町村食育推進計画として策定するものです。 

 策定にあたっては、豊後大野市総合計画を踏まえ、他の関連計画などとの調和を 

図りながら総合的に推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育基本法 

（平成十七年法律第六十三号 最終改正：平成二十七年九月十一日法律第六十六号） 

 第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成さ 

れているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、

当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下

「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 
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３．計画の期間 

 

計画の期間は、平成２６（２０１４）年度を初年度として平成３５（２０２３）年

度までの１０年間とします。（図１ 計画期間） 

また、計画期間中に状況の変化などが生じた場合には、必要に応じて計画の見直し

を行うこととします。 

 

図１ 計画期間 

 

 

豊後大野市総合計画 
《 国 》 

食育基本法 

↓ 

食育推進基本計画 

《 県 》 

大分県食育推進計画 豊後大野市 

食育推進計画 

･ 健康づくり計画(あけあじ健康 21) 

･老人福祉計画及び介護保険事業計

画 

・子ども・子育て支援事業計画 

（キラキラこどもプラン） 

･豊後大野市観光振興ビジョン 

･豊後大野市農業振興計画 

･男女共同参画基本計画 

（ぶんごおおの生き活きプラン） 

･豊後大野市総合教育計画 
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４．計画の推進体制 

 

豊後大野市ではこれまで、家庭、保育所（園）、幼稚園、学校、地域などでそれ 

ぞれ独自に食育＊に取り組んできましたが、これらの取組を連携させ、総合的に「食 

育」を推進する必要があります。（図２ 食育推進体制図） 

このため、市では、関係各課が共通認識を持ち横断的な推進体制を整備するとと 

もに、関係団体と連携をとりながら計画を進めています。（図３ 豊後大野市（行政）

の主な取組と担当部局） 

また、計画の推進にあたっては、豊後大野市食育推進協議会を中心に、施策の実施

状況や計画の進捗状況などの進行管理を行い、みんなで食育を推進しています。 

 

 

図２ 食育推進体制図 

 

  

                                   家 庭  

地 域                    保育所(園)･幼稚園等 

民間ボランティア                学 校・ＰＴＡ・保護者会 

      

食   育 

             一人ひとりが健康で心豊かに暮らすために 

   

医療機関等                        生産者・農業団体 

                   豊後大野市 

                   （行政） 

 

 

図３ 豊後大野市（行政）の主な取組と担当部局  

 食育推進専門委員会食育に関する情報収集・課題検討、横断的な食育推進事業の実施 

総務課    まちづくり推進課    環境衛生課 学校教育課 社会教育課  

  ・職員の意識啓発など ・食育の情報提供など  ・エコに関する取組など・児童,生徒への食に関する指導 

・保護者への情報提供 

・給食への地場産食材の導入 

農業振興課 農林整備課 商工観光課 市民生活課 子育て支援課 高齢者福祉課 

・特産物の利用推進             ・ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた食育推進 

・農業体験機会の提供            ・食生活改善推進員の育成支援 

                 

食育推進作業部会食育事業の実施・情報交換など 

 

豊肥地域食育推進連絡協議会 

保健所・振興局・教育事務所 豊後大野市食育推進協議会 

 

連携・支援 

関係各課 担当者 
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５．推進の方向性 

  

市民一人ひとりが自らの「食」について考え、食に関わる人や地域・市民団体・ 

関係団体などが連携して取り組んでいます。 

次世代が、ここに住んでよかったと思える豊後大野市を共につくっていきます。 

 

 

 

 

「市民一人ひとりが自然や地域とふれあいながら食に関心をもち、生涯を通じて

健康で心豊かに暮らすこと」を目指します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもから大人まで、市民一人ひとりが健全な食生活を実践し、 

「食」を楽しみます 

○食べることへの感謝の気持ちや「もったいない」という食を大切にする 

心を育みます 

○豊後大野市の自然の恵みと地域とのつながりを大切に、安全・安心の 

食生活を心がけます 

○豊後大野市の伝統的な食文化を継承します 

基本理念 

基本方針 
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６．計画推進の行動指針 

 

 

  

 

食育＊を市民運動として着実に推進していくうえで最も重要なことは、市民一人 

ひとりが食育の意義や必要性を理解し、日常的に、できることから少しずつ実践 

していくことです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食を広める 

食で育てる 

食で守る 

食でつなぐ 

○食育を生活の中に根付かせていくために、幅広い 

情報提供や多くの関係団体と協働して食育を推進 

します。また、そのための食育活動者の育成及び 

支援を行います。 

 

 

○食べることを通じて、調理する力や、感謝の気持

ち、食事のマナーを身に付け、さらに家族や仲間と

食を楽しむことができる機会の充実を図ります。 

○健康のために正しい食習慣を身に付け、生活習慣

病＊の予防に努めます。 

○環境を守り、安全・安心な生産・流通・消費を推

進します。 

○生産者と消費者の交流を深め、地産地消＊の推進を

図りながら、環境と調和した農林業を守り育て、

地域の活性化を図ります。 

○地域の郷土料理＊を次世代に継承し、さらに世代間

の交流を深めます。 

基本目標 
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１．中間評価の目的 

 

第２章 中間評価 

２． 中間評価の方法 

 

 

 

 

 

 

 

本市では第２次豊後大野市食育推進計画に基づき、特に、４つの基本目標を中心

に食育＊を推進してきました。 

本計画は平成２６（２０１４）年度～平成３５（２０２３）年度までの１０か年

計画であり、中間年度となる平成３０（２０１８）年度に中間評価を実施し、数値

目標に対する達成度や成果の検証を行うことで、残された課題や目指すべき方向を

明確にし、最終年度に向けて関係者がさらに協働して取組を推進することを目的と

しています。 

 

 

 

 

 中間評価では、各行動指針の指標項目別に評価することとし、計画策定時の値と

中間評価年度の値を比較し、目標値の達成状況について評価しました。 

目標値の評価については、計画策定時に実施したアンケート調査を実施するとと

もに関係課・関係機関が毎年記載する行動指針にそった食育推進事業シートを整理

し、現状を把握することにしました。 

 

（１）各行動指針の指標項目 

基本目標 指標項目 

食を広める 
食育に関心を持っている人の割合 

食育活動者の数 

食で育てる 
「弁当の日」＊の取組実施校数（小、中、高） 

１日１回は、家族と一緒に食事をしている人の割合 

食で守る 

市民一人当たりのごみの排出量 

「ＧＡＰ」＊取組農家数 

「メタボリックシンドローム」＊の割合 

ほとんど毎日朝食を食べる人の割合 

食でつなぐ 

地元産の農産物などを意識して購入する人の割合 

学校給食における地場産物の活用の割合 

郷土料理＊を伝えたいと思っている人の割合 
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（２）各調査・アンケートの概要 

 

調査対象 調査方法 抽出方法 配付数 有効回収数 有効回収率 

成人 

(20～65歳未満) 

郵送配付 

郵送回収 
無作為抽出 ５００ ２４５ ４９．０％ 

小学生 

(5年生) 

直接配付 

直接回収 
全数 ２８９ ２８４ ９８．３％ 

中学生 

(2年生) 

直接配付 

直接回収 
全数 ２５１ ２４４ ９７．２％ 

高校生 

(2年生) 

直接配付 

直接回収 
市内住民のみ ９５ ９５ １００．０％ 

 

 


